
地域子育て支援事業の提供体制（暫定値）

①利用者支援に関する事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

箇所 2 2 3 3 3

箇所 2 2 3 3 3

②地域子育て支援拠点事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人（月） 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

箇所 7 7 8 8 8

③妊婦健康診査

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人（年） 699 683 670 652 635

回 14 14 14 14 14

回 9,786 9,562 9,380 9,128 8,890

量の見込み

確保方策の内容

公設の子育て支援センター、市役所窓口に専任の職員を配置し事業を実施することを基本とする。

確保方策の内容

一人当たりの健診回数

保育所整備に伴う設置を除き、単独施設を新たに設置しないことを基本とする。

母子手帳交付時に妊娠週数に応じて受診票交付し、診察、血圧、尿検査、血液検査等実施要領の
内容で医療機関及び助産所に委託した上で実施する。

量の見込み

確保方策（提供体制）

確保方策の内容

健診回数
（受診人数×一人あたりの健診回数）

量の見込み

確保方策（提供体制）

資料３
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④乳児家庭全戸訪問事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人（年） 688 674 662 646 630

人（年） 688 674 662 646 630

人（年） 0 0 0 0 0

⑤養育支援訪問事業等

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人（年） 181 181 181 181 181

人（年） 181 181 181 181 181

人（年） 0 0 0 0 0

⑥子育て短期支援事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人（年） 63 61 60 59 57

人（年） 63 61 60 59 57

人（年） 0 0 0 0 0

②確保方策（提供体制）

確保方策の内容

②確保方策（提供体制）

②-①

①量の見込み（延べ訪問数）

②-①

確保方策の内容

確保方策の内容 現行どおり民生委員又は主任児童委員の訪問により実施する。

現行どおり児童養護施設の2か所に委託した上で実施する。

現行どおり育児家事支援については、支援員の派遣を委託した上で実施し、専門的支援について
は、保健センター職員により支援を行う。

①量の見込み

①量の見込み

②確保方策（提供体制）

②-①
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⑦ファミリー・サポート・センター事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

①量の見込み 人（週） 59 55 54 53 51

人（週） 59 55 54 53 51

人（週） 0 0 0 0 0

⑧-1　一時預かり事業（幼稚園）

単位 H27 H28 H29 H30 H31

１号認定 人（年） 10,207 10,165 9,861 9,659 9,271

２号認定（教育希望） 人（年） 59,119 58,984 57,099 56,022 53,732

人（年） 69,326 69,149 66,960 65,681 63,003

人（年） 0 0 0 0 0

⑧-1　一時預かり事業（幼稚園以外）

単位 H27 H28 H29 H30 H31

①量の見込み 人（年） 8,752 8,752 8,752 8,752 8,752

人（年） 8,752 8,752 8,752 8,752 8,752

人（年） 0 0 0 0 0

①量の見込み

現行どおり保育所、子育てひろばで実施することを基本とする。確保方策の内容

確保方策の内容

確保方策の内容

②確保方策（提供体制）

② - ①

現行どおりファミリサポートセンターの運営を委託した上で実施する。

各幼稚園における預かり保育（幼稚園型の一時預かりを含む）により確保する。

②確保方策（提供体制）

② - ①

② - ①

②確保方策（提供体制）
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⑨延長保育事業（時間外保育）

単位 H27 H28 H29 H30 H31

人 634 634 634 634 634

人 634 634 634 634 634

人 0 0 0 0 0

⑩病児・病後児保育事業

単位 H27 H28 H29 H30 H31

①量の見込み 人（年） 1,083 1,060 1,032 1,010 977

②確保方策（提供体制） 人（年） 1,083 1,060 1,032 1,010 977

人（年） 0 0 0 0 0

⑪放課後児童クラブ

単位 H27 H28 H29 H30 H31

低学年 人 586 602 618 634 650

高学年 人 103 103 103 103 103

②確保方策（提供体制） 人 673 673 713 713 753

▲ 16 ▲ 32 ▲ 8 ▲ 24 0

② - ①

確保方策の内容

確保方策の内容

①量の見込み

②確保方策（提供体制）

② - ①

確保方策の内容

①量の見込み

② - ①

平成３１年までの５か年で量の見込みを受け入れられるよう施設の整備、改修等により確保する。

現行どおり医療施設に隣接した施設において実施することを基本とする。

現行どおり保育所で実施するほか特定地域型保育施設において実施するこを基本とする。
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